
佐ヶ坂集落 ⽔⽥4.3ha
○昭和40年頃から揚⽔ポンプを設置し、
兼業農家30世帯が⽔稲を栽培。

揚⽔ポンプ⽼朽化による耕作断念
○令和元年から⽼朽化によりポンプが
故障。農家は４世帯（平均75歳）に減
少しており、獣害もあるため、修繕・
更新を断念。

農地保全管理は継続
○⽔稲栽培ができなくなったが、荒廃
だけはさせないよう集落の⽔利組合⻑、
農業委員、推進委員などで、除草・耕
起など保全管理を続けていた。

集落から市に相談
○隣接する郡上市からの⼊作で、市内
で約１haの露地野菜をつくる法⼈が、
規模拡⼤意向があったことから、当地
での耕作に向け利⽤調整を開始。

美濃市 ⽴花地区

①取組開始前の状況や課題
現地調査・案内（令和4年4⽉頃）
○地区の農業委員・推進委員、市が、
法⼈を案内し、圃場条件や⼟壌を現地
確認。集落による保全管理が奏功し、
すぐに作付けできると判断。
農地所有者説明会（令和4年8⽉）
○委員から農地所有者に、まずは試験
的に1年の法⼈への農作業委託を提案。
○委員が中⼼となり農地所有者28軒を
訪問し、3.2haの同意を得て、秋から露
地野菜の栽培が開始した。
⽣育順調・地域計画へ（令和5年8⽉）
○農地所有者、法⼈、委員、市が協議
の場に参加。作物が育つ圃場になり、
法⼈の信頼・期待が⾼まり、農地中間
管理事業による集積・集約、集落の農
地保全組織・⾃治会等と連携して地域
ぐるみで農地を守る意⾒が出された。
地域計画策定（令和5年10⽉）
○東海３県で第1号となる地域計画策定。
⽬標地図は法⼈を受け⼿に位置づけ。

②取組内容

令和5年冬、6年から本格⽣産へ
○地域計画に沿って、農業委員・推進
委員が農地所有者を訪問して⼿続きを
進め、農地中間管理事業により約
3.7haの6年間の利⽤権設定を完了。
○ダイコン、ソバの本格⽣産が開始し
ていく。
機構集積協⼒⾦の活⽤
○法⼈への新規集積により交付を受け
た協⼒⾦を⼟壌改良や畦畔防草シート
に活⽤して、法⼈が耕作しやすい環境
整備を進めていく。
他地区の地域計画に横展開
○市では⽴花地区の他に8地区で地域計
画策定を検討。
○⽴花地区の事例を広報、新聞記事な
どでPRし、知らない・聞いていないを
なくしながら、地域を繰り返し訪問し
意向を丁寧に把握して、それを具体化
する計画策定に繋げていく。

③今後の展開と⽅向性

「地域計画の策定について〜他地区から農業法⼈の新規参⼊〜」

【地域の概要】
○市の⾯積の80%を⼭林が占める中⼭間地域で、農地500ha（4%）が存在。令和４年度に基礎調査（農振整備計画）により、農振農⽤地を
300haから240haに⾒直し、守り活かす農地を明確化した。

○また、地域ごとの「農地の現状」「耕作状況」「地域の意向」をヒアリングを含め、現地調査し、マッチングリストを作成。
○⽴花地区は農⽤地約6.1haがあるが耕作者が不在であったため、⼈・農地プランが策定されていない。
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